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  平成３１年１月４日に提出された住民監査請求について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づき、

別紙のとおり公表する。 

 

 

  平成３１年１月２９日 
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               厚木市監査委員 渡 邊 毅 弘 

 

 

 

               厚木市監査委員 越 智 一 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













【監査結果】 

平成３１年１月２４日 

 

○ ○ ○ ○  様 

 

                 厚木市監査委員  下 嶋  和 美 

 

 

                            厚木市監査委員    渡 邊   毅  弘 

 

 

              厚木市監査委員  越 智  一 久 

 

 

 

厚木市職員措置請求について(通知) 

 

 平成３１年１月４日付けで受け付けた住民監査請求（以下「本件請求」という。）

については、請求の要件を審査した結果、次の理由により、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条に定める住民監査請求としての要

件を欠いているものと認められました。 

よって、法第２４２条第４項に定める監査を実施しないこととしたので通知しま

す。 

記 

 

 法第２４２条第１項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は

職員について、違法、不当な公金の支出等の財務会計上の行為又は怠る事実がある

と認めるとき、これらを証する書面（以下「事実証明書」とする。）を添え、普通地

方公共団体の住民が監査を求め、損害補填の措置等を請求できるものである。 

本件請求において、請求人は「小林市長は平成30年11月の９休日に亘り、自己の 

私的目的のために、公用車（市長専用車）を違法に使用し、厚木市職員に「休日勤

務」を強い、彼らへの休日出勤手当の支払いとガソリン代支払いのために、厚木市

の財務会計上に多大の損害を与えています。また、この公有財産である公用車（市

長専用車）の私的使用は、公用車の財産管理利用権の市長による「横領」でありま

す。」と主張している。 

ところで、「監査請求書には、事実を証する書面を添付しなければならないとされ

ているが(法第２４２条第１項)、その趣旨は、事実に基づかない単なる憶測や主観

だけで住民監査請求がされる弊害や住民監査請求が乱発される弊害を防止すること

にある」（平成２１年６月３０日大阪高裁判決）とされている。 



本件請求に添付されている事実証明書をみたところ、市長専用車の運行記録及び

自動車運転員と秘書課職員が当該期間の休日に出退勤した事実は確認ができるもの

の、市長が、当該期間の休日に市長専用車を自己の私的目的のために違法に使用し

た事実を裏付ける証拠が具体的に示されていない。 

以上を鑑みると、財務会計上の行為の違法性又は不当性を適示しているとは認め

られない。 

よって、本件請求は、法第２４２条に定める住民監査請求として不適当である。 

 

 

 

 

 

担当 監査事務局監査係 

電話 225－2730(直通) 


